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１ 募集の目的 

公の施設である洲原公園レクリエーション施設（以下「レクリエーション施設」とい

う。）の設置目的をより効果的・効率的に達成するため、洲原公園レクリエーション施設

の管理を行う指定管理者を募集する。 

 

２ レクリエーション施設の概要 

（１）名称 

洲原公園レクリエーション施設（洲原公園内） 約１．１ｈａ 

 （２）所在地 

刈谷市井ケ谷町松ケ崎６番地１ 

 （３）設置目的 

市民の余暇の活用及び健康の増進 

 （４）施設概要 

・洲原温水プール（一般用プール、児童用プール、幼児用プール） 

・洲原テニスコート（テニスコート、クラブハウス） 

・洲原デイキャンプ施設（デイキャンプ広場、ファイヤー広場） 

・洲原ロッジ（宿泊室、会議室、食堂、厨房、浴室） 

・自転車置場 

 

３ 管理の基準 

刈谷市洲原公園レクリエーション施設条例（平成１７年条例第２０号）ならびに刈谷

市洲原公園レクリエーション施設施行規則（平成１７年規則第３０号）の規定による管

理の基準に従って、レクリエーション施設の管理を行わなければならない。 

 

４ 業務の範囲 

 （１）レクリエーション施設の管理運営に関すること 

 （２）その他市長が必要と認める業務 

    なお、具体的な業務内容及び履行方法については仕様書等による。 

 

５ 指定期間 

指定の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までを予定している。た

だし、この期間は市議会での議決を経て確定することとなるので留意すること。 

 

６ 指定管理料 

管理に係る経費は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに予算の範囲

内で支払う。この場合の支払時期、支払方法等の詳細については協議の上、別途協定に

て定める。 
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なお、施設の長寿命化のため、令和９年度（期間は６か月以上、１年未満の予定。令

和７年度の実施設計の結果によって、期間が前後する可能性あり。）に洲原温水プールの

大規模改修を予定している。レクリエーション施設の改修・修繕工事期間中の営業補償

については刈谷市と指定管理者が協議の上、決定するものとする。 

【大規模改修の主な内容】 

 屋上防水、建具、内装（天井、壁、床）、屋内防水（プール槽、プールサイド）、電気

設備（電灯コンセント設備、照明設備）、機械設備（給排水衛生設備、空気調和設備、プ

ールろ過設備）等 

 

７ 指定管理者と刈谷市の責任分担 

 指定管理業務に係る刈谷市と指定管理者の責任分担は、次に示す「責任分担表」のと

おりとする。なお、刈谷市と指定管理者の責任分担に疑義がある場合又は責任分担表に

定めのない責任が生じた場合は、刈谷市と指定管理者が協議の上、責任分担を決定する

ものとする。 

・責任分担表 

項目 指定管理者 刈谷市 

運営の基本的な考え方 ◎ 
○ 

条例・規則事項 

広報 ◎ 
○ 

刈谷市広報関係 

施設の管理運営 ◎ － 

施設の物品管理 ◎ － 

苦情等対応 ◎ ○ 

事故・事件対応 ◎ ○ 

施設の修繕等 

◎ 

予算の範囲内における 

経常維持修繕工事 

○ 

大規模改修 

災害復旧 
○ 

応急復旧の実施 
◎ 

包括賠償保険等への加入 ◎ － 

包括的責任管理者 

（管理瑕疵を除く）） 
－ ◎ 

注：◎…主たる責任のある項目 

    ○…主ではないが、責任のある項目 
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８ 使用料等の取扱い 

使用料は市の収入とする。また、市の承認を受けて実施する自主事業の収入について

は、指定管理者の収入とする。 

なお、自動販売機及び販売スペース等の設置に係る費用及び売上は指定管理業務の収

支に含まないこととする。 

 

９ 申請の資格 

申請することができる者は、指定期間中にレクリエーション施設を安全円滑に管理運

営することのできる法人その他の団体（以下「団体」という。）又は複数の団体が共同す

る団体（以下「共同体」という。）であることとし、個人での申請はできない。 

また、次に掲げる(1)から(8)までの全ての要件を満たす必要があるものとする。 

（１）地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により刈谷市又は他の地方公共団体か

ら指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない団体でないこと、又は

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する団

体でないこと。 

（２）刈谷市入札参加資格停止要領（平成６年７月１２日施行）第３条の規定に基づく

資格停止期間中の団体でないこと。 

（３）役員(法人でない団体の代表者又は管理人を含む。)又は施設に配置する職員に、

次のアからウのいずれかに該当する者がいないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から２年を経過しない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者 

 （４）次のアからエまでのいずれかに該当する団体でないこと。 

ア 商法(明治３２年法律第４８号)に基づく会社整理の申立て又は通告がなされ 

た団体及びその開始命令がされている団体 

イ 民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てがな 

された団体及びその開始決定がされている団体 

ウ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立てがな 

された団体及びその開始決定がされている団体(同法附則第２条の規定によりな

お従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。) 

エ 破産法(平成１６年法律第７５号)に基づく破産手続開始の申立てがなされた 

団体及びその開始決定がされている団体(同法附則第３条第１項の規定により、

なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。) 

（５）国税及び地方税について滞納がないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２
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条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う団体でないこと。 

 （７）選定委員会委員が団体の経営又は運営に直接関与している団体でないこと。 

 （８）公園施設の管理・運営について、過去１０年以内に本業務と類似した管理・運営

実績を備えること。 

 

10 募集要項、仕様書及び申請関係書類の配布 

（１）配布期間 

令和７年５月１日（木）から令和７年５月１５日（木）まで。 

（２）配布方法 

  刈谷市ホームページからダウンロード（ダウンロード以外の配付は行わない。） 

 

11 現地説明会の開催 

  申請の参考とするため、施設見学を含む説明会を開催する。 

  なお、申請に当たっては説明会への出席が必須となる。 

 （１）開催日時 

令和７年５月２１日（水）午後２時から２時間程度 

   ※午後１時４５分までに洲原ロッジ前に集合 

 （２）開催場所 

洲原ロッジ会議室（洲原温水プール横） 

 （３）参加人数 

 １団体につき２名まで 

   共同体については、構成する団体ごとに２名まで 

 （４）持 ち 物 

募集要項、仕様書及び申請関係書類 

（５）申込方法 

「説明会参加申込書」に必要事項を記入の上、電子メールにて提出すること。 

提出の際、電子メールの件名を「洲原公園レクリエーション施設現地説明会参加申

込書」とすること。なお、説明会参加申込書の受理後、電子メールで受理した旨の通

知をする。 

  提出先 刈谷市都市公園部公園緑地課 

電子メール kouen@city.kariya.lg.jp 

（６）申込締切 

令和７年５月１６日（金） 
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12 質疑応答 

（１）受付期間 

令和７年５月２１日（水）から令和７年５月２６日（月）まで。 

（２）提出方法 

 「質問票」に必要事項を記入の上、電子メールにて提出すること。 

提出の際、電子メールの件名を「洲原公園レクリエーション施設質問票」とすること。 

  提出先 刈谷市都市公園部公園緑地課 

電子メール kouen@city.kariya.lg.jp 

（３）回答方法 

  令和７年５月２９日（木）頃に刈谷市ホームページにて掲載 

 

13 申請関係書類の提出方法 

（１）提出期間 

令和７年６月２日（月）から令和７年６月１０日（火）まで。ただし、土曜日、日

曜日を除く。 

（２）提出時間 

午前９時から午後５時まで。 

（３）提出場所 

〒４４８－８５０１ 

刈谷市東陽町１丁目１番地 

刈谷市都市公園部公園緑地課（刈谷市役所６階） 

電話 ０５６６－６２－１０２３（ダイヤルイン） 

（４）提出方法 

提出場所へ直接持参 

（５）提出部数 

正本１部、副本１５部のほか、テキスト情報を含んだ電子データ（ＣＤ－Ｒ）１部

とする。なお、副本は複写機による写しでも差し支えない。 

※提出書類はすべて紙ファイルに綴り、申請書類一覧表の項目ごとにインデックス

をつけること。 

 

14 選定方法等 

 （１）１次審査（資格審査、財務審査、書類審査） 

 提出された書類により、申請の資格を有すること、及び財務状況が良好であること

を審査し、これらの要件を満たさない申請者は失格とする。 

要件を満たす申請者については、提出された事業計画書等により、市が設置する指

定管理者選定委員会（以下「委員会」という。）の委員が採点審査を行い、採点審査を

行った委員全員の合計得点の上位３位までを１次審査通過者とする。この場合におい

て、合計得点が同点で、上位３位までに４者以上が入る場合は、委員会の協議により
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１次審査通過者を決定する。 

なお、申請の資格を有すること、及び財務状況が良好であることを審査した後、要

件を満たす申請者の数が３者以下の場合は、採点審査を省略し、当該申請者全てを１

次審査通過者とする。 

 （２）２次審査（プレゼンテーション） 

   １次審査通過者には、提出された事業計画書等の内容に基づき、プレゼンテーショ

ンを行う。プレゼンテーション及び質疑応答の後、委員会の委員が採点審査を行い、

採点審査を行った委員全員の合計得点の最も高い者を指定管理者候補者、２番目に高

い者を指定管理者次点候補者とする。得点が同点となった場合は、各委員の採点で最

上位の得点を得た団体に２点、次点の得点を得た団体に１点、その他は０点として、

その合計得点により指定管理者候補者又は指定管理者次点候補者を決定する。さらに、

同点となった場合は、委員会の協議により決定する。 

   ２次審査の時間は、１申請者につき３５分（プレゼンテーション２０分、質疑応答

１５分）以内とし、出席者は３人以内とする。開催日は「(3)選定スケジュール」を参

照すること。なお、場所、実施方法等の詳細については、１次審査終了後、書面で通

知する。 

   １次審査通過者の数が１の場合であっても、２次審査を行うものとし、当該採点審

査による合計得点が総得点の６割に満たない場合は、指定管理者候補者の該当がない

ものとし、再募集を行う。 

（３）選定スケジュール 

選定スケジュールについては、次のとおりとする。 

令和７年５月 １日（木） 
公募 

（現地説明会申込受付開始） 

公告（市民だより、

ホームページ等） 

令和７年５月 ７日（水） 募集要項等配布 窓口配布 

令和７年５月１６日（金） 現地説明会申込締切 午後５時締切 

令和７年５月２１日（水） 現地説明会開催 午後２時開始 

令和７年５月２６日（月） 質問締切 午後５時締切 

令和７年６月 ２日（月） 申請関係書類受付開始  

令和７年６月１０日（火） 申請関係書類提出締切 午後５時締切 

令和７年７月 ２日（水） １次審査  

令和７年７月１０日（木） ２次審査  

令和７年７月下旬 選定結果の通知  

令和７年９月下旬 議会による指定管理者の指定 指定の議決、告示、

選定結果の公表 

令和８年３月 協定書締結  

令和８年４月１日 指定管理者による管理運営開始  
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15 選定の基準 

（１）民間のノウハウを活用し、施設の効用が最大限に発揮できること。 

（２）利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。 

（３）事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮する

ものであるとともに、その管理運営に係る経費の縮減が図られること。 

（４）事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模

及び能力を有すること。 

（５）市民の声が反映される管理運営が行われること。 

（６）衛生・安全管理が体系的に整備され、従業員への教育が徹底されていること。 

（７）労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮により、健全な労働環境等の確

保が行われること。 

（８）環境保護及び障害者の雇用等の福祉政策に取り組んだ経営を行っていること。 

評価項目 基準 配点 

民間のノウハウ (１) １０ 

人員配置計画 (４)、(７)、(８) １０ 

管理運営計画 (２)、(５) １０ 

緊急時の対応 (６) ５ 

ＳＤＧｓへの取組 (１)、(２)、(７)、(８) ５ 

施設の維持管理 (１)、(２)、（６） ２５ 

市民参加 (５) ５ 

自主事業 (３) １０ 

収支計画 (３) １０ 

事業実績 (４) １０ 

 合計 １００ 

 

16 申請関係書類 

この要項により、指定管理者の指定を受けようとする団体又は共同体は、「洲原公園レ

クリエーション施設指定管理者指定申請書（様式第１号）」に次に掲げる書類を添えて、

提出期間内に市長宛て提出すること。 

（１）指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理運営に関

する各年度の事業計画書（様式第２号～第４号）及び収支予算書（様式第５号）、誓

約書（様式第６号） 

（２）当該団体の定款の写し及び履歴事項全部証明書 (法人以外の団体にあってはこれ

らに準ずるもの)  

（３）当該団体の過去３期分（３年分）の貸借対照表、損益計算書 

（４）直近１年分の勘定科目内訳明細書 
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（５）所管税務署が発行する国税に未納の税額がない旨の証明書及び本店所在地の市町

村が発行する市町村税に未納の税額がない旨の証明書（法人以外の団体は代表者に

係る同種の証明書） 

（６）身元証明書(法人は代表取締役。その他の団体にあっては、その代表者)及び成年

被後見人、被保佐人等でないことを証明する書類 

（７）労働保険料納付済証明書 

（８）ＩＳＯを取得している者は登録書の写し 

（９）公共職業安定所に提出している障害者雇用状況報告書の写し 

（公共職業安定所に提出義務のある常用雇用労働者４０人以上の事業主） 

（10）プライバシーマークを取得している者は登録書の写し 

（11）その他市長が必要と認める書類 

※申請書において様式第２号から様式第４号の要件を満たす書類を作成した場合

は、これをもって当該様式に代えることができる。ただし、対応する様式番号

を事業計画書の左肩に記載すること。 

※証明書類は、証明年月日が申請書提出時の３か月以内のもので、それぞれ発行

官公署において定めた様式によるものを使用すること。なお、複写機による写

しでも差し支えない。 

 

17 申請に関する留意事項 

（１）募集要項及び仕様書の記載内容を承諾した上で、申請書類を提出すること。 

（２）１団体または１共同体につき申請は１件とし、複数の申請はできない。 

（３）刈谷市が必要と認める場合を除き、申請締切以降の追加資料の提出は受け付けな 

い。 

（４）申請書類の提出後に辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

 

18 欠格事項 

次のいずれかに該当する団体は、指定管理者の選定から除外する。 

（１）提出された書類に虚偽の記載があったとき。 

（２）選定結果の通知をするまでに、選定委員会の委員、本市職員又は本件関係者に接触

（現地説明会、公募に関する質問等、正当な行為を除く）をしたとき。 

（３）その他、不正行為があったとき。 

 

19 その他 

（１）募集の概況、審査結果について、全ての申請者に公表する。ただし、刈谷市個人

情報保護条例（平成１４年条例第３４号）第１７条第５号に規定する事業者に関す

る情報を保護する観点から、選定された者以外の申請者名は公表しない。 

（２）提出された書類等は返却しない。 
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（３）提出期限後、申請書類その他の提出された書類の変更は、原則認めない。 

（４）応募書類の著作権は応募者に帰属する。ただし、選定委員会等で必要な場合には、

応募書類の内容を応募者に断ることなく無償で使用できるものとする。 

（５）申請に関し必要な費用は、申請者の負担とする。 

（６）指定管理者として選定された者が、指定管理業務を開始するまでの準備に要する

費用は、当該指定管理者として選定された者の負担とする。 

（７）指定管理者として選定された者は、指定期間の終了に際し市又は次の指定管理者

に対し、業務の引継ぎを行うこととする。 

 

20 問合せ先 

〒４４８－８５０１ 

愛知県刈谷市東陽町１丁目１番地 

刈谷市都市公園部公園緑地課 

電 話 ０５６６－６２－１０２３ 

ＦＡＸ ０５６６－２３－９３３１ 

電子メール kouen@city.kariya.lg.jp 

刈谷市ホームページ https://www.city.kariya.lg.jp/ 


